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○

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
範
囲
）

（
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
範
囲
）

第
一
条

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る

第
一
条

同

上

法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
イ
（
定
義
）
に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

別
表
に
掲
げ
る
申
告
そ
の
他
の
手
続
に
関
す
る
業
務

一

同

上

二

次
に
掲
げ
る
教
示
、
通
知
、
交
付
又
は
諾
否
の
応
答
に
関
す
る
業
務

二

次
に
掲
げ
る
教
示
、
通
知
又
は
諾
否
の
応
答
に
関
す
る
業
務

イ

別
表
第
一
号
に
規
定
す
る
教
示
の
求
め
に
対
す
る
教
示

イ

同

上

ロ

別
表
第
一
号
、
第
二
号
、
第
八
六
号
又
は
第
八
九
号
に
規
定
す
る
申
告

ロ

同

上

に
対
す
る
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
七
条
の
十
六

第
四
項
た
だ
し
書
（
更
正
及
び
決
定
）
（
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税

の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
六
条
第

六
項
（
引
取
り
に
係
る
課
税
物
品
に
つ
い
て
の
申
告
、
納
税
等
の
特
例
）

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
税
額
等
（
関
税
法

第
七
条
の
十
四
第
一
項
（
修
正
申
告
）
に
規
定
す
る
税
額
等
を
い
う
。
ハ

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
是
正
さ
せ
る
た
め
の
通
知

ハ

別
表
第
一
号
、
第
二
号
、
第
八
六
号
又
は
第
八
九
号
に
規
定
す
る
申
告

ハ

同

上

に
対
す
る
関
税
法
第
七
条
の
十
七
（
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
た
貨

物
に
係
る
税
額
等
の
通
知
）
（
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等

に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
三
項
（
輸
入
の
許
可
前
に
お
け
る
引
取
り
）
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
税
額
等
の
通
知

ニ

別
表
第
二
号
の
二
に
規
定
す
る
請
求
に
対
す
る
関
税
法
第
七
条
の
十

五
第
二
項
（
更
正
の
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な

い
旨
の
通
知
又
は
別
表
第
八
六
号
の
二
に
規
定
す
る
請
求
に
対
す
る
国
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税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第
四
項

（
更
正
の
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通

知
ホ

別
表
第
七
号
に
規
定
す
る
出
港
届
の
提
出
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
関
税

ニ

同

上

法
第
十
七
条
第
一
項
（
出
港
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
通
知

ヘ

別
表
第
一
七
号
に
規
定
す
る
届
出
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
関
税
法
施
行

令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
第
二
十
三
条
第
二
項
（
船
舶
等

の
資
格
の
変
更
の
届
出
）
の
規
定
に
よ
る
資
格
の
変
更
を
証
す
る
書
類
の

交
付

ト

別
表
第
三
号
、
第
一
一
号
、
第
一
五
号
、
第
一
六
号
、
第
一
八
号
、
第

ホ

別
表
第
三
号
、
第
一
一
号
、
第
一
五
号
、
第
一
六
号
、
第
一
八
号
、
第

一
九
号
、
第
二
一
号
か
ら
第
二
五
号
ま
で
、
第
二
七
号
、
第
二
九
号
、
第

一
九
号
、
第
二
一
号
か
ら
第
二
五
号
ま
で
、
第
二
七
号
、
第
二
九
号
か
ら

二
九
号
の
三
、
第
二
九
号
の
四
、
第
三
○
号
か
ら
第
三
五
号
ま
で
、
第
三

第
三
五
号
ま
で
、
第
三
七
号
か
ら
第
四
〇
号
ま
で
、
第
四
三
号
、
第
四
五

七
号
か
ら
第
四
〇
号
ま
で
、
第
四
二
号
の
二
、
第
四
三
号
、
第
四
五
号
、

号
、
第
四
六
号
、
第
五
〇
号
、
第
五
八
号
か
ら
第
六
〇
号
ま
で
、
第
六
二

第
四
六
号
、
第
五
〇
号
、
第
五
一
号
の
三
、
第
五
三
号
の
二
、
第
五
四
号

号
か
ら
第
六
五
号
ま
で
、
第
七
一
号
、
第
七
三
号
か
ら
第
七
五
号
ま
で
、

の
二
か
ら
第
五
五
号
の
二
ま
で
、
第
五
七
号
か
ら
第
六
一
号
の
二
ま
で
、

第
七
八
号
か
ら
第
八
五
号
ま
で
、
第
八
七
号
、
第
九
〇
号
又
は
第
九
三
号

第
六
二
号
か
ら
第
六
三
号
の
二
ま
で
、
第
六
四
号
、
第
六
五
号
、
第
七
一

に
規
定
す
る
申
請
若
し
く
は
申
請
書
の
提
出
又
は
申
告
に
対
す
る
諾
否
の

号
、
第
七
三
号
、
第
七
四
号
、
第
七
五
号
、
第
七
八
号
か
ら
第
八
五
号
ま

応
答

で
、
第
八
七
号
、
第
九
〇
号
、
第
九
〇
号
の
二
、
第
九
一
号
の
二
、
第
九

一
号
の
三
又
は
第
九
三
号
に
規
定
す
る
申
請
若
し
く
は
申
請
書
の
提
出
又

は
申
告
に
対
す
る
諾
否
の
応
答

三

関
税
法
第
七
十
条
第
二
項
（
証
明
又
は
確
認
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
関

三

同

上

す
る
業
務

四

関
税
等
の
確
定
、
納
付
又
は
徴
収
に
関
す
る
業
務
で
前
三
号
に
掲
げ
る
業

四

同

上

務
以
外
の
も
の

五

保
税
地
域
（
関
税
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
（
外
国
貨
物
を
置
く
場
所

五

保
税
地
域
（
関
税
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
（
許
可
を
受
け
て
保
税
地

の
制
限
）
の
規
定
に
よ
り
税
関
長
が
指
定
し
た
場
所
を
含
む
。
以
下
こ
の
号

域
外
に
置
く
外
国
貨
物
）
の
規
定
に
よ
り
税
関
長
が
指
定
し
た
場
所
を
含
む

に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
の
出
し
入
れ
又
は
保
税
地
域
に
お
け
る
保
管
に
関
す

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
の
出
し
入
れ
又
は
保
税
地
域
に
お
け

る
業
務
で
、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
以
外
の
も
の

る
保
管
に
関
す
る
業
務
で
、
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
以
外
の
も
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の

六

保
税
蔵
置
場
（
関
税
法
第
五
十
条
第
二
項
（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
の
特
例

六

通
関
業
務
の
料
金
、
保
税
蔵
置
場
（
関
税
法
第
五
十
条
第
二
項
（
保
税
蔵

）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
）
の
許

置
場
の
許
可
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
（
保
税
蔵

可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
所
を
含
む
。
）
に
お
け
る
保
管
料
そ
の

置
場
の
許
可
）
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
所
を
含
む
。
）
に

他
の
料
金
の
計
算
又
は
請
求
に
関
す
る
業
務

お
け
る
保
管
料
そ
の
他
の
料
金
の
計
算
又
は
請
求
に
関
す
る
業
務

七

航
空
貨
物
輸
送
証
の
作
成
に
関
す
る
業
務

七

前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
統
計
そ
の
他
の
資
料
の
作
成
に
関
す
る
業

八

同

上

務
八

前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

九

同

上

２

法
第
二
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
申
請
等
は
、
次
に
掲
げ
る

２

法
第
二
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
申
請
等
は
、
次
に
掲
げ
る

申
請
等
と
す
る
。

申
請
等
で
あ
つ
て
船
舶
に
係
る
も
の
と
す
る
。

一

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）

一

同

上

第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
乗
員
上
陸
の
許
可
）
の
規
定
に
よ
る
許
可

の
申
請

二

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
五
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項

二

同

上

又
は
第
五
項
（
報
告
の
義
務
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
（
同
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
に
つ
い
て
は
、
乗
員
上
陸
の
許
可
を
受
け
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
三

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
六
十
九
条
（
省
令
へ
の
委
任
）
の
規
定

三

同

上

に
基
づ
く
法
務
省
令
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
で
あ
つ
て
法
務
省
令
・
財
務
省

令
で
定
め
る
も
の

３

法
第
二
条
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
申
請
等
又
は
処
分
通
知
等

３

同

上

は
、
次
に
掲
げ
る
申
請
等
又
は
処
分
通
知
等
と
す
る
。

一

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
二
十
六
条
第

一

同

上

二
項
若
し
く
は
第
三
項
（
食
品
等
の
受
検
命
令
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
通

知
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
通
知

二

食
品
衛
生
法
第
二
十
七
条
（
食
品
等
の
輸
入
の
届
出
）
の
規
定
に
よ
る
届

二

同

上

出
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三

検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条
（
検
疫
前
の
通
報

三

検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条
（
検
疫
前
の
通
報

）
の
規
定
に
よ
る
通
報

）
の
規
定
に
よ
る
通
報
（
船
舶
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四

検
疫
法
第
十
一
条
第
一
項
（
書
類
の
提
出
及
び
呈
示
）
の
規
定
に
よ
る
明

四

検
疫
法
第
十
一
条
第
一
項
（
書
類
の
提
出
及
び
呈
示
）
の
規
定
に
よ
る
明

告
書
の
提
出
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二

告
書
の
提
出
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二

号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出

号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
（
船
舶
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

五

検
疫
法
第
十
七
条
第
一
項
（
検
疫
済
証
の
交
付
）
の
規
定
に
よ
る
検
疫
済

五

検
疫
法
第
十
七
条
第
一
項
（
検
疫
済
証
の
交
付
）
の
規
定
に
よ
る
船
舶
の

証
の
交
付
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
若
し
く
は
通
知

長
に
対
す
る
検
疫
済
証
の
交
付
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
若
し

く
は
通
知

六

検
疫
法
第
十
八
条
第
一
項
（
仮
検
疫
済
証
の
交
付
）
の
規
定
に
よ
る
仮
検

六

検
疫
法
第
十
八
条
第
一
項
（
仮
検
疫
済
証
の
交
付
）
の
規
定
に
よ
る
船
舶

疫
済
証
の
交
付

の
長
に
対
す
る
仮
検
疫
済
証
の
交
付

４

法
第
二
条
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
申
請
等
又
は
処
分
通
知
等

４

同

上

は
、
次
に
掲
げ
る
申
請
等
又
は
処
分
通
知
等
と
す
る
。

一

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
（

一

同

上

輸
入
植
物
等
の
検
査
）
の
規
定
に
よ
る
届
出

二

植
物
防
疫
法
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
廃
棄
、
消
毒
等
の
処
分

二

同

上

）
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
通
知
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
に
係

る
証
明
書
の
交
付

三

植
物
防
疫
法
第
十
条
第
一
項
（
輸
出
植
物
の
検
査
）
の
規
定
に
よ
る
検
査

三

同

上

の
申
請

四

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
三
十
六

四

同

上

条
の
二
第
一
項
（
病
原
体
の
輸
入
に
関
す
る
届
出
）
の
規
定
に
よ
る
届
出

五

家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
（
動
物
の
輸
入
に
関
す
る

五

同

上

届
出
等
）
の
規
定
に
よ
る
届
出

六

家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
四
十
条
第
一
項
（
輸
入
検
査
）
の
規
定
に
よ
る
届

六

同

上

出
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
の
通
知

七

家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
輸
入
検
疫
証
明

七

同

上

書
の
交
付
等
）
の
規
定
に
よ
る
輸
入
検
疫
証
明
書
の
交
付

八

家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
四
十
五
条
第
一
項
（
輸
出
検
査
）
の
規
定
に
よ
る

八

同

上
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検
査
の
申
請
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
輸
出
検
疫
証
明
書
の
交
付

九

家
畜
伝
染
病
予
防
法
第
四
十
六
条
第
二
項
又
は
第
三
項
（
検
査
に
基
づ
く

九

同

上

処
置
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
通
知

十

狂
犬
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号
）
第
七
条
第
二

十

同

上

項
（
輸
出
入
検
疫
）
の
規
定
に
基
づ
く
農
林
水
産
省
令
の
規
定
に
よ
る
申
請

等
又
は
処
分
通
知
等
で
あ
つ
て
財
務
省
令
・
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の

十
一

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（

十
一

同

上

平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
三
項
（
輸
入
検
疫
）
の
規
定

に
よ
る
届
出
又
は
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
農
林
水
産
省
令
の
規
定
に

よ
る
申
請
等
若
し
く
は
処
分
通
知
等
で
あ
つ
て
財
務
省
令
・
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
も
の

十
二

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第

十
二

同

上

五
十
六
条
第
三
項
（
検
査
に
基
づ
く
措
置
）
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
通
知

５

法
第
二
条
第
二
号
ホ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
申
請
等
又
は
処
分
通
知
等

５

同

上

は
、
次
に
掲
げ
る
申
請
等
又
は
処
分
通
知
等
と
す
る
。

一

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）

一

同

上

第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
（
役
務
取
引
等
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請

又
は
当
該
許
可
の
通
知
（
外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十

号
）
第
十
七
条
第
三
項
（
役
務
取
引
の
許
可
等
）
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産

業
省
令
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
又
は
処
分
通
知
等
で
あ
つ
て
財
務
省
令
・
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）

二

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
四
十
八
条
第
一
項
（
輸
出
の
許
可
等
）
の

二

同

上

規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
当
該
許
可
の
通
知

三

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
第
二
条
第

三

同

上

一
項
（
輸
出
の
承
認
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
又
は
当
該
承
認
の
通
知

四

輸
出
貿
易
管
理
令
第
八
条
第
二
項
（
許
可
及
び
承
認
の
有
効
期
間
）
の
規

四

同

上

定
に
よ
る
有
効
期
間
の
延
長
の
申
請
又
は
当
該
有
効
期
間
の
延
長
の
通
知

五

輸
入
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
四
百
十
四
号
）
第
四
条
第
一

五

同

上
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項
（
輸
入
の
承
認
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
若
し
く
は
当
該
承
認
の
通

知
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
定
の
手
続
に
係
る
申
請
等
若
し
く
は
処

分
通
知
等

六

輸
入
貿
易
管
理
令
第
五
条
第
二
項
（
輸
入
の
承
認
）
の
規
定
に
よ
る
有
効

六

同

上

期
間
の
延
長
の
申
請
又
は
当
該
有
効
期
間
の
延
長
の
通
知

七

輸
入
貿
易
管
理
令
第
九
条
第
一
項
本
文
（
輸
入
割
当
て
）
の
規
定
に
よ
る

七

同

上

輸
入
割
当
て
の
申
請
若
し
く
は
当
該
輸
入
割
当
て
の
通
知
又
は
同
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
若
し
く
は
当
該
確
認
の
通
知

６

法
第
二
条
第
二
号
ヘ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
申
請
等
又
は
処
分
通
知
等

６

同

上

は
、
次
に
掲
げ
る
申
請
等
又
は
処
分
通
知
等
と
す
る
。

一

港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
四
条
（
入
出
港
の
届

一

同

上

出
）
の
規
定
に
よ
る
届
出

二

港
則
法
第
五
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
（
び
よ
う
地
）
の
規
定
に
よ
る

二

同

上

指
定
の
申
請
若
し
く
は
当
該
指
定
の
通
知
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

届
出

三

港
則
法
第
七
条
第
一
項
（
移
動
の
制
限
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
若

三

同

上

し
く
は
当
該
許
可
の
通
知
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

四

港
則
法
第
二
十
二
条
本
文
（
危
険
物
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
申
請
若
し

四

同

上

く
は
当
該
指
定
の
通
知
又
は
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
若

し
く
は
当
該
許
可
の
通
知

五

港
則
法
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
（
危
険
物
）
の

五

同

上

規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
当
該
許
可
の
通
知

六

港
則
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
（
船
舶
交
通
の
制
限
等
）
（
同
法
第
三

六

同

上

十
七
条
の
三
（
準
用
規
定
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
通
報

七

海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
二
条
（

七

同

上

巨
大
船
等
の
航
行
に
関
す
る
通
報
）
の
規
定
に
よ
る
通
報

八

海
上
交
通
安
全
法
第
二
十
三
条
（
巨
大
船
等
に
対
す
る
指
示
）
の
規
定
に

八

同

上
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よ
る
指
示
の
通
知

九

船
舶
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
四
十

九

同

上

一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
（
保
障
契
約
情
報
）
の
規
定
に
よ
る
通
報

十

国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（

十

同

上

平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
（
船
舶

保
安
情
報
）
（
同
法
第
四
十
六
条
（
国
際
航
海
船
舶
以
外
の
船
舶
へ
の
準
用

）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
報

７

法
第
二
条
第
二
号
ト
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
申
請
等
又
は
処
分
通
知
等

７

同

上

は
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
五
十
条
の
二
第
一
項

第
一
号
（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
設
置
及
び
管
理
等
）
に
規
定
す
る
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
申
請
等
又
は
同
号
に
規
定
す
る
処
分
通
知
等
と
す
る
。

（
申
告
等
の
入
力
事
項
等
）

（
申
告
等
の
入
力
事
項
等
）

第
三
条

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
別
表
各
号
に
掲
げ
る
手
続
を
行
う
者

第
三
条

同

上

は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
手
続
に
つ
き
規
定
し
た
法
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面

に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
入
出
力
装
置
（
電
子
情
報
処
理
組

織
に
係
る
入
出
力
装
置
を
い
う
。
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
入
力
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
税
関
長
は
、
法
第
二
条
第
一
号
（
定
義
）
に
規

定
す
る
輸
出
入
・
港
湾
関
連
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
に
よ
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
事
項
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
入
力
の
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ

る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
入
力
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

別
表
第
一
号
（
特
例
申
告
（
関
税
法
第
七
条
の
二
第
二
項
（
申
告
の
特
例
）

２

別
表
第
一
号
（
特
例
申
告
（
関
税
法
第
七
条
の
二
第
二
項
（
申
告
の
特
例
）

に
規
定
す
る
特
例
申
告
を
い
う
。
同
表
第
八
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

に
規
定
す
る
特
例
申
告
を
い
う
。
同
表
第
八
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
、
第
二
号
、
第
二
五
号
（
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
（

も
の
に
限
る
。
）
、
第
二
号
、
第
二
五
号
、
第
三
〇
号
（
同
法
第
六
十
一
条
の

外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
の
承
認
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
に
係
る
部
分
に

四
（
保
税
蔵
置
場
に
つ
い
て
の
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四

限
る
。
）
、
第
三
〇
号
（
同
法
第
六
十
一
条
の
四
（
保
税
蔵
置
場
に
つ
い
て
の

十
三
条
の
三
第
一
項
（
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
の
承
認
）
の
規
定
に
よ
る
承
認

規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

の
申
請
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
三
号
、
第
三
九
号
、
第
四
六
号
又
は
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よ
る
承
認
の
申
請
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
三
号
、
第
三
九
号
、
第
四

第
八
六
号
に
規
定
す
る
申
告
又
は
申
請
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行

六
号
（
同
法
第
七
十
五
条
（
外
国
貨
物
の
積
戻
し
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

う
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
の
入
力
の
後
税
関
長
が
定
め
る
期
限
ま
で
に

第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
）
の
規
定
に
よ
る
申
告
（
輸
入
品
に
対

、
関
税
等
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
告
又
は
申
請
に
際
し
て
税
関

す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
百

に
提
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
仕
入
書
そ
の
他
の
書
類
を
税
関
に
提
出
し

号
。
以
下
「
輸
徴
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
（
積
戻
し
の
場
合
の
免

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

税
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。

）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
八
六
号
に
規
定
す
る
申
告
又
は
申
請
を
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
の
入
力
の

後
税
関
長
が
定
め
る
期
限
ま
で
に
、
関
税
等
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
当

該
申
告
又
は
申
請
に
際
し
て
税
関
に
提
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
仕
入
書

そ
の
他
の
書
類
を
税
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
（
第
一
条
、
第
三
条
、
第
四
条
関
係
）

別
表
（
第
一
条
、
第
三
条
、
第
四
条
関
係
）

番

号

手

続

番

号

手

続

一

関
税
法
第
七
条
第
一
項
（
申
告
）
の
規
定
に
よ
る
申
告
（
輸
徴

一

関
税
法
第
七
条
第
一
項
（
申
告
）
の
規
定
に
よ
る
申
告
（
輸
入

法
施
行
令
第
十
三
条
第
一
項
（
関
税
を
免
除
す
る
物
品
に
つ
い

品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

て
の
免
税
等
の
手
続
等
）
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及

昭
和
三
十
年
政
令
第
百
号
）
第
十
三
条
第
一
項
（
関
税
を
免
除

び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第
七
条
第
三
項
の
規

す
る
物
品
に
つ
い
て
の
免
税
等
の
手
続
等
）
の
規
定
に
よ
る
課

定
に
よ
る
教
示
の
求
め

税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第

七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
教
示
の
求
め

二

関
税
法
第
七
条
の
十
四
第
一
項
（
修
正
申
告
）
の
規
定
に
よ
る

二

同

上

申
告
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
を
含
む
。
）

二
の
二

関
税
法
第
七
条
の
十
五
第
一
項
（
更
正
の
請
求
）
の
規
定
に

よ
る
請
求

三

関
税
法
第
九
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
納
期
限
の
延

三

関
税
法
第
九
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
（
納
期
限
の
延
長
）

長
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出

の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
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四

関
税
法
第
十
五
条
第
一
項
（
入
港
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
報
告

四

同

上

、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
入
港
届
及
び
船
用
品
目
録
の
提
出
、
同
条
第
七
項

の
規
定
に
よ
る
報
告
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提

出
又
は
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
入
港
届
の
提
出

五

関
税
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
（
特
殊
船
舶
等
の
入
港
手
続
）

五

同

上

の
規
定
に
よ
る
報
告
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提

出
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
入
港
届
の
提
出

六

関
税
法
第
十
六
条
第
二
項
（
貨
物
の
積
卸
し
）
の
規
定
に
よ
る

六

同

上

書
類
の
提
示

七

関
税
法
第
十
七
条
第
一
項
（
出
港
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
出
港

七

関
税
法
第
十
七
条
第
一
項
（
出
港
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
出
港

届
の
提
出
又
は
書
面
の
提
出
（
外
国
貿
易
機
の
旅
客
及
び
乗

届
の
提
出

組
員
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。
）

八

関
税
法
第
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
入
出
港
の
簡
易
手
続
）

八

同

上

の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
報
告
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出

、
同
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
入
港
届
の
提
出
若
し

く
は
書
面
の
提
出
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き

行
わ
れ
る
同
法
第
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く

は
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出
又
は
同
法
第
十
八

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
若
し
く
は
書
面
の
提
出

九

関
税
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
（
特
殊
船
舶
等
の
入

九

同

上

出
港
の
簡
易
手
続
）
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
同
法
第
十
五

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出
、
同
法
第
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
入
港
届
の
提
出
若
し
く
は
書
面
の
提
出
、
同
条
第
三

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
同
法
第
十
五
条
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に



- 10 -

よ
る
書
面
の
提
出
又
は
同
法
第
十
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
若
し
く
は
書
面
の
提
出

一
〇

関
税
法
第
十
九
条
（
開
庁
時
間
外
の
貨
物
の
積
卸
し
）
の
規
定

一
〇

同

上

に
よ
る
届
出

一
一

関
税
法
第
二
十
条
第
一
項
（
不
開
港
へ
の
出
入
）
の
規
定
に
よ

一
一

同

上

る
許
可
の
申
請
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

一
二

関
税
法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
（
特
殊
船
舶
等
の
不
開
港
へ
の

一
二

関
税
法
第
二
十
条
の
二
第
三
項
（
特
殊
船
舶
等
の
不
開
港
へ
の

出
入
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書

出
入
）
の
規
定
に
よ
る
入
港
届
の
提
出

面
の
提
出
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
入
港
届
の
提
出

一
三

関
税
法
第
二
十
一
条
（
外
国
貨
物
の
仮
陸
揚
）
の
規
定
に
よ
る

一
三

同

上

届
出

一
四

関
税
法
第
二
十
二
条
（
沿
海
通
航
船
等
の
外
国
寄
港
の
届
出
等

一
四

同

上

）
の
規
定
に
よ
る
届
出

一
五

関
税
法
第
二
十
三
条
第
一
項
（
船
用
品
又
は
機
用
品
の
積
込
み

一
五

関
税
法
第
二
十
三
条
第
一
項
（
船
用
品
又
は
機
用
品
の
積
込
み

等
）
の
規
定
に
よ
る
申
告
（
輸
徴
法
施
行
令
第
十
一
条
第
一
項

等
）
の
規
定
に
よ
る
申
告
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
一
括
し

（
船
用
品
又
は
機
用
品
の
積
込
み
の
場
合
の
免
税
の
手
続
）
の

た
承
認
を
受
け
る
場
合
に
限
り
、
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費

規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
並
び
に
租

税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
一
条
第
一
項
（
船
用

税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）

品
又
は
機
用
品
の
積
込
み
の
場
合
の
免
税
の
手
続
）
の
規
定
に

第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
（
酒
類
等
の
外
航
船
等
へ

よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
並
び
に
租
税
特
別

の
積
込
み
の
承
認
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
を
す
る
旨
及

措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
四
十

び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
付
記
を
含
む
。
）
、
同
法
第

五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
（
酒
類
等
の
外
航
船
等
へ
の
積
込

二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
（
同
令
第
四
十
五
条

み
の
承
認
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
を
す
る
旨
及
び
同
項

の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
を
す
る

第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
付
記
を
含
む
。
）

旨
及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
付
記
を
含
む
。
）
又

は
同
法
第
二
十
三
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認

の
申
請
（
輸
徴
法
施
行
令
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

一
六

関
税
法
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
四
項
（
船
舶
又

一
六

関
税
法
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
船
舶
又
は
航
空
機
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は
航
空
機
と
陸
地
と
の
交
通
等
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請

と
陸
地
と
の
交
通
等
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
（
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
貨
物
の
積
卸
し

に
係
る
も
の
に
限
り
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申

請
に
つ
い
て
は
関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五

十
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
（
貨
物
の
授
受
を
目
的
と
す

る
船
舶
等
へ
の
交
通
の
許
可
の
申
請
等
）
の
規
定
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）

一
七

関
税
法
第
二
十
五
条
（
船
舶
又
は
航
空
機
の
資
格
の
変
更
）
の

一
七

同

上

規
定
に
よ
る
届
出

一
八

関
税
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
（
外
国
貨
物
を
置
く
場
所
の

一
八

同

上

制
限
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請

一
九

関
税
法
第
三
十
二
条
（
見
本
の
一
時
持
出
し
）
の
規
定
に
よ
る

一
九

関
税
法
第
三
十
二
条
（
見
本
の
一
時
持
出
し
）
の
規
定
に
よ
る

許
可
の
申
請

許
可
の
申
請
（
海
上
運
送
貨
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
〇

関
税
法
第
三
十
四
条
（
外
国
貨
物
の
廃
棄
）
の
規
定
に
よ
る
届

二
〇

同

上

出

二
一

関
税
法
第
三
十
六
条
第
一
項
（
保
税
地
域
に
つ
い
て
の
規
定
の

二
一

関
税
法
第
三
十
六
条
第
一
項
（
保
税
地
域
に
つ
い
て
の
規
定
の

準
用
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ

準
用
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ

る
許
可
の
申
請
、
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条

る
許
可
の
申
請
（
海
上
運
送
貨
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十

同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書

五
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
許
可
を
受
け
た
者
の
関
税
の
納
付
義

（
許
可
を
受
け
た
者
の
関
税
の
納
付
義
務
等
）
の
規
定
に
よ
る

務
等
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
若
し
く
は
同
法
第
三
十
六

承
認
の
申
請
若
し
く
は
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規

用
す
る
同
法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
同

定
に
よ
る
届
出
又
は
同
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

届
出

二
二

関
税
法
第
四
十
条
第
二
項
（
貨
物
の
取
扱
い
）
の
規
定
に
よ
る

二
二

関
税
法
第
四
十
条
第
二
項
（
貨
物
の
取
扱
い
）
の
規
定
に
よ
る

許
可
の
申
請

許
可
の
申
請
（
海
上
運
送
貨
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
三

関
税
法
第
四
十
一
条
の
三
（
保
税
蔵
置
場
に
つ
い
て
の
規
定
の

二
三

同

上

準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
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書
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
又
は
同
法
第
四
十
一
条
の
三
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届

出

二
四

関
税
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
が

二
四

同

上

で
き
る
期
間
）
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
の
申
請

二
五

関
税
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
（
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
の

二
五

関
税
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
（
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
の

承
認
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
申
請
又
は
承
認
の
申
請

承
認
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

二
六

関
税
法
第
四
十
四
条
第
一
項
（
貨
物
の
収
容
能
力
の
増
減
等
）

二
六

同

上

の
規
定
に
よ
る
届
出

二
七

関
税
法
第
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
の

二
七

同

上

申
請
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

二
八

関
税
法
第
四
十
六
条
（
休
業
又
は
廃
業
の
届
出
）
の
規
定
に
よ

二
八

同

上

る
届
出

二
九

関
税
法
第
四
十
九
条
（
指
定
保
税
地
域
に
つ
い
て
の
規
定
の
準

二
九

関
税
法
第
四
十
九
条
（
指
定
保
税
地
域
に
つ
い
て
の
規
定
の
準

用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
許
可
の
申
請

る
許
可
の
申
請
（
海
上
運
送
貨
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
九
の
二

関
税
法
第
五
十
八
条
（
保
税
作
業
の
届
出
）
の
規
定
に
よ
る
届

出

二
九
の
三

関
税
法
第
五
十
八
条
の
二
（
保
税
作
業
に
よ
る
製
品
に
係
る
納

税
申
告
等
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請

二
九
の
四

関
税
法
第
六
十
一
条
第
一
項
（
保
税
工
場
外
に
お
け
る
保
税
作

業
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
（
輸
徴
法
施
行
令
第
八
条
第

一
項
（
保
税
工
場
外
等
に
お
け
る
保
税
作
業
の
場
合
の
手
続
）

の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

二
九
の
五

関
税
法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
（
指
定
保
税
工
場
の
簡
易
手

続
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の
提
出

三
〇

関
税
法
第
六
十
一
条
の
四
（
保
税
蔵
置
場
に
つ
い
て
の
規
定
の

三
〇

同

上

準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
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規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
の
申
請
、
同
法
第
六
十
一
条
の
四
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
承
認
の
申
請
、
同
法
第
六
十
一
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同
法
第
六
十

一
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
五
条
第
一
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
、
同
法
第
六
十
一
条
の
四
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
又
は
同
法
第
六
十
一
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四

十
六
条
の
規
定
に
よ
る
届
出

三
一

関
税
法
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
（
保
税
展
示
場
に
入
れ
る
外

三
一

同

上

国
貨
物
に
係
る
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
申
告

三
二

関
税
法
第
六
十
二
条
の
七
（
保
税
蔵
置
場
及
び
保
税
工
場
に
つ

三
二

同

上

い
て
の
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同
法
第
六
十
二
条
の
七
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

る
承
認
の
申
請
、
同
法
第
六
十
二
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
同
法
第
六

十
二
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
届
出

三
三

関
税
法
第
六
十
二
条
の
十
（
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
等
の
承
認

三
三

同

上

）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

三
四

関
税
法
第
六
十
二
条
の
十
五
（
保
税
蔵
置
場
、
保
税
工
場
及
び

三
四

関
税
法
第
六
十
二
条
の
十
五
（
保
税
蔵
置
場
、
保
税
工
場
及
び

保
税
展
示
場
に
つ
い
て
の
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る

保
税
展
示
場
に
つ
い
て
の
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
の

同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
の

申
請
、
同
法
第
六
十
二
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

申
請
、
同
法
第
六
十
二
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同
法
第
六
十
二
条
の

四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同
法
第
六
十
二
条
の

十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書

十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
、
同
法
第
六
十
二
条
の
十
五
に
お

の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
、
同
法
第
六
十
二
条
の
十
五
に
お
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い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

、
同
法
第
六
十
二
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十

又
は
同
法
第
六
十
二
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四

六
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同
法
第
六
十
二
条
の
十
五
に
お
い

十
六
条
の
規
定
に
よ
る
届
出

て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申

請
、
同
法
第
六
十
二
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
（
輸
徴
法
施
行
令

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等

の
付
記
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第
六
十
二
条
の
十
五
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

書
の
提
出

三
五

関
税
法
第
六
十
三
条
第
一
項
（
保
税
運
送
）
の
規
定
に
よ
る
申

三
五

関
税
法
第
六
十
三
条
第
一
項
（
保
税
運
送
）
の
規
定
に
よ
る
申

告
（
輸
徴
法
施
行
令
第
十
条
第
一
項
（
保
税
運
送
等
の
場
合
の

告
（
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律

免
税
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等

施
行
令
第
十
条
第
一
項
（
保
税
運
送
等
の
場
合
の
免
税
の
手
続

の
付
記
を
含
む
。
）
、
同
法
第
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

）
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含

る
運
送
目
録
の
提
示
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延

む
。
）
、
同
法
第
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
運
送
目
録

長
の
申
請
（
輸
徴
法
施
行
令
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
課

の
提
示
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
の
申
請
（

税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）
、
同
法
第
六

輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行

十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
運
送
目
録
の
提
示
又
は
同
条
第

令
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量

六
項
の
規
定
に
よ
る
運
送
目
録
の
提
出

等
の
付
記
を
含
む
。
）
、
同
法
第
六
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
る
運
送
目
録
の
提
示
又
は
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
運
送

目
録
の
提
出

三
六

関
税
法
第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
（
保
税
運

三
六

同

上

送
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
る
運
送
目
録
の
提
示
又
は
同
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
運
送
目
録
の
提
出

三
七

関
税
法
第
六
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
運
送
の
期
間
の
経
過

三
七

関
税
法
第
六
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
運
送
の
期
間
の
経
過

に
よ
る
関
税
の
徴
収
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
（
輸
徴
法

に
よ
る
関
税
の
徴
収
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
（
輸
入
品

施
行
令
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び

に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十

数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第
六
十
五
条
第
四
項
の

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
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規
定
に
よ
る
届
出
（
同
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

記
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第
六
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

運
送
の
承
認
を
受
け
て
運
送
さ
れ
た
外
国
貨
物
に
係
る
も
の
に

届
出
（
同
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
送
の
承
認

限
る
。
）

を
受
け
て
運
送
さ
れ
た
外
国
貨
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三
八

関
税
法
第
六
十
六
条
第
一
項
（
内
国
貨
物
の
運
送
）
の
規
定
に

三
八

関
税
法
第
六
十
六
条
第
一
項
（
内
国
貨
物
の
運
送
）
の
規
定
に

よ
る
申
告
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出

よ
る
申
告
（
海
上
運
送
貨
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
（
海
上
運
送
貨
物
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）

三
九

関
税
法
第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
）
の
規
定
に
よ

三
九

同

上

る
申
告

四
〇

関
税
法
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
（
輸
出
申
告
又
は
輸

四
〇

同

上

入
申
告
の
時
期
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
（
関
税
法
施
行

令
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
第
四
号
（
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申

告
の
時
期
の
特
例
）
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

四
一

関
税
法
第
六
十
七
条
の
十
二
（
特
定
輸
出
貨
物
の
亡
失
等
の
届

四
一

同

上

出
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
届
出

四
二

関
税
法
第
六
十
八
条
第
一
項
（
輸
出
申
告
又
は
輸
入
申
告
に
際

四
二

同

上

し
て
の
提
出
書
類
）
の
規
定
に
よ
る
仕
入
書
の
提
出
又
は
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
（
関
税
法
施
行
令
第
六
十
一
条
第

一
項
（
課
税
標
準
の
決
定
の
た
め
の
書
類
及
び
原
産
地
証
明
書

等
）
に
規
定
す
る
包
装
明
細
書
に
限
る
。
）
の
提
出

四
二
の
二

関
税
法
第
六
十
九
条
第
二
項
（
貨
物
の
検
査
場
所
）
の
規
定
に

よ
る
許
可
の
申
請

四
三

関
税
法
第
六
十
九
条
の
十
三
第
四
項
（
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い

四
三

同

上

貨
物
に
係
る
申
立
て
手
続
等
）
の
規
定
に
よ
る
申
請

四
四

関
税
法
第
七
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
証
明
又
は
確
認
）
の

四
四

同

上

規
定
に
よ
る
証
明

四
五

関
税
法
第
七
十
三
条
第
一
項
（
輸
入
の
許
可
前
に
お
け
る
貨
物

四
五

関
税
法
第
七
十
三
条
第
一
項
（
輸
入
の
許
可
前
に
お
け
る
貨
物
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の
引
取
り
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
（
輸
徴
法
施
行
令
第

の
引
取
り
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
（
輸
入
品
に
対
す
る

七
条
第
一
項
（
輸
入
の
許
可
前
に
お
け
る
課
税
物
品
の
引
取
り

内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
一
項

の
承
認
の
手
続
等
）
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数

（
輸
入
の
許
可
前
に
お
け
る
課
税
物
品
の
引
取
り
の
承
認
の
手

量
の
付
記
を
含
む
。
）

続
等
）
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
の
付
記
を

含
む
。
）

四
六

関
税
法
第
七
十
五
条
（
外
国
貨
物
の
積
戻
し
）
に
お
い
て
準
用

四
六

関
税
法
第
七
十
五
条
（
外
国
貨
物
の
積
戻
し
）
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
申
告
（
輸
徴
法
施
行
令

す
る
同
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
申
告
（
輸
入
品
に
対
す

第
十
二
条
（
積
戻
し
の
場
合
の
免
税
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る

る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
二
条
（

課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）
又
は
同
法

積
戻
し
の
場
合
の
免
税
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の

第
七
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
九
条
第
二
項
の

品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請

四
七

関
税
法
第
九
十
八
条
第
一
項
（
開
庁
時
間
外
の
事
務
の
執
行
の

四
七

同

上

求
め
）
の
規
定
に
よ
る
届
出

四
七
の
二

関
税
法
第
百
二
条
第
一
項
（
証
明
書
類
の
交
付
及
び
統
計
の
閲

覧
等
）
の
規
定
に
よ
る
請
求

四
八

関
税
法
施
行
令
第
四
条
第
三
項
（
輸
入
申
告
に
併
せ
て
行
う
関

四
八

同

上

税
の
税
額
等
の
申
告
）
の
規
定
に
よ
る
包
括
申
告
書
の
提
出
又

は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

四
九

関
税
法
施
行
令
第
四
条
の
二
第
五
項
（
特
例
申
告
書
の
記
載
事

四
九

同

上

項
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
包
括
申
告
書
の
提
出
又
は
同
令
第
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
令
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

四
九
の
二

関
税
法
施
行
令
第
四
条
の
五
第
五
項
（
特
例
輸
入
者
の
承
認
の

申
請
の
手
続
等
）
の
規
定
に
よ
る
届
出

五
〇

関
税
法
施
行
令
第
八
条
の
三
第
三
項
（
増
担
保
又
は
保
証
人
の

五
〇

同

上

変
更
等
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

五
一

関
税
法
施
行
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
（
過
誤
納
金
の
充
当
の

五
一

同

上

手
続
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出
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五
一
の
二

関
税
法
施
行
令
第
十
二
条
第
五
項
（
外
国
貿
易
船
の
入
港
手
続

）
の
規
定
に
よ
る
陳
述
書
の
提
出

五
一
の
三

関
税
法
施
行
令
第
二
十
一
条
の
四
（
積
込
み
の
期
間
の
延
長
の

手
続
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
十

一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の

付
記
を
含
む
。
）

五
二

関
税
法
施
行
令
第
二
十
一
条
の
六
第
一
項
（
船
用
品
又
は
機
用

五
二

関
税
法
施
行
令
第
二
十
一
条
の
六
第
一
項
（
船
用
品
又
は
機
用

品
の
戻
入
れ
、
亡
失
又
は
滅
却
の
場
合
の
手
続
）
に
規
定
す
る

品
の
戻
入
れ
、
亡
失
又
は
滅
却
の
場
合
の
手
続
）
に
規
定
す
る

届
出
書
の
提
出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に

届
出
書
の
提
出

よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

五
三

関
税
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
二
第
五
項
（
貨
物
の
授
受
を
目

五
三

同

上

的
と
す
る
船
舶
等
へ
の
交
通
の
許
可
の
申
請
等
）
の
規
定
に
よ

る
届
出

五
三
の
二

関
税
法
施
行
令
第
三
十
六
条
第
一
項
（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
の

期
間
の
更
新
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出

五
四

関
税
法
施
行
令
第
三
十
九
条
第
二
項
（
休
業
又
は
廃
業
の
届
出

五
四

同

上

）
の
規
定
に
よ
る
届
出

五
四
の
二

関
税
法
施
行
令
第
四
十
九
条
第
三
項
（
保
税
工
場
外
に
お
け
る

保
税
作
業
の
許
可
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
輸
徴
法
施

行
令
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

五
五

関
税
法
施
行
令
第
五
十
条
の
二
（
保
税
蔵
置
場
に
つ
い
て
の
規

五
五

関
税
法
施
行
令
第
五
十
条
の
二
（
保
税
蔵
置
場
に
つ
い
て
の
規

定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の

定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
三
十
九
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
又
は
同
令
第
五
十
条
の
二
に
お
い

規
定
に
よ
る
届
出

て
準
用
す
る
同
令
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

五
五
の
二

関
税
法
施
行
令
第
五
十
一
条
の
六
第
二
項
（
保
税
展
示
場
外
に

お
け
る
使
用
の
許
可
の
手
続
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
四

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
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五
六

関
税
法
施
行
令
第
五
十
一
条
の
八
（
保
税
蔵
置
場
に
つ
い
て
の

五
六

同

上

規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
三
十
九
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
届
出

五
七

関
税
法
施
行
令
第
五
十
一
条
の
十
五
（
保
税
蔵
置
場
、
保
税
工

五
七

関
税
法
施
行
令
第
五
十
一
条
の
十
五
（
保
税
蔵
置
場
、
保
税
工

場
及
び
保
税
展
示
場
に
つ
い
て
の
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準

場
及
び
保
税
展
示
場
に
つ
い
て
の
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提

用
す
る
同
令
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

出
、
同
令
第
五
十
一
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
三

十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同
令
第
五
十
一
条
の
十

五
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
（
輸
徴
法
施
行
令
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の

付
記
を
含
む
。
）
又
は
関
税
法
施
行
令
第
五
十
一
条
の
十
五
に

お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
五
十
一
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

五
八

税
関
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
六
十
四
号
）

五
八

同

上

第
十
一
条
第
二
項
（
不
開
港
へ
の
出
入
に
つ
い
て
の
許
可
手
数

料
の
免
除
）
の
規
定
に
よ
り
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
さ
れ
る
申
請
書
の
提
出

五
九

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
十
一
条

五
九

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
十
一
条

（
加
工
又
は
修
繕
の
た
め
輸
出
さ
れ
た
貨
物
の
減
税
）
の
規
定

（
加
工
又
は
修
繕
の
た
め
輸
出
さ
れ
た
貨
物
の
減
税
）
の
規
定

に
よ
る
承
認
の
申
請
（
輸
徴
法
施
行
令
第
十
九
条
の
四
第
四
項

に
よ
る
承
認
の
申
請
（
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収

（
加
工
又
は
修
繕
の
た
め
輸
出
さ
れ
た
課
税
物
品
の
消
費
税
の

等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
九
条
の
四
第
四
項
（
加
工
又
は

軽
減
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
並

修
繕
の
た
め
輸
出
さ
れ
た
課
税
物
品
の
消
費
税
の
軽
減
の
手
続

び
に
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

）
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
並
び
に
課
税
物

品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

五
九
の
二

関
税
定
率
法
第
十
三
条
第
五
項
（
製
造
用
原
料
品
の
減
税
又
は

免
税
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
る
承
認
の
申
請
又
は
同
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
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る
承
認
の
申
請

六
〇

関
税
定
率
法
第
十
七
条
第
一
項
（
再
輸
出
免
税
）
の
規
定
に
よ

六
〇

関
税
定
率
法
第
十
七
条
第
一
項
（
再
輸
出
免
税
）
の
規
定
に
よ

る
承
認
の
申
請
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
同
条

る
承
認
の
申
請
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
三
条
第
七
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
（
輸
徴
法
施
行
令
第
十
四
条
第
一

項
（
変
質
品
等
の
用
途
外
使
用
の
場
合
の
軽
減
又
は
免
除
の
手

続
）
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を

含
む
。
）

六
一

関
税
定
率
法
第
十
八
条
第
三
項
（
再
輸
出
減
税
）
に
お
い
て
準

六
一

関
税
定
率
法
第
十
八
条
第
四
項
（
再
輸
出
減
税
）
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

三
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
（
輸
徴
法

施
行
令
第
十
九
条
の
五
第
一
項
（
再
輸
出
さ
れ
る
課
税
物
品
の

消
費
税
の
軽
減
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
消
費
税
の
軽
減
を
受

け
よ
う
と
す
る
旨
並
び
に
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付

記
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

六
一
の
二

関
税
定
率
法
第
十
九
条
第
二
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造
用
原
料
品

の
減
税
、
免
税
又
は
戻
し
税
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同
法
第
十
九
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
三
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
る
承
認
の
申
請
又
は
同
法
第
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
三
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認

の
申
請

六
一
の
三

関
税
定
率
法
第
十
九
条
の
二
第
五
項
（
課
税
原
料
品
等
に
よ
る

製
品
を
輸
出
し
た
場
合
の
免
税
又
は
戻
し
税
等
）
に
お
い
て
準

用
す
る
関
税
法
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出

六
二

関
税
定
率
法
第
十
九
条
の
三
第
一
項
（
輸
入
時
と
同
一
状
態
で

六
二

関
税
定
率
法
第
十
九
条
の
三
第
一
項
（
輸
入
時
と
同
一
状
態
で

再
輸
出
さ
れ
る
場
合
の
戻
し
税
等
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申

再
輸
出
さ
れ
る
場
合
の
戻
し
税
等
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
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請
（
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
五
（
再
輸
出
の
期
間
の
延

請
（
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律

長
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
の
付

施
行
令
第
二
十
六
条
の
五
（
再
輸
出
の
期
間
の
延
長
の
手
続
）

記
を
含
む
。
）

）

の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
の
付
記
を
含
む
。

六
三

関
税
定
率
法
第
二
十
条
第
一
項
（
違
約
品
等
の
再
輸
出
又
は
廃

六
三

関
税
定
率
法
第
二
十
条
第
一
項
（
違
約
品
等
の
再
輸
出
又
は
廃

棄
の
場
合
の
戻
し
税
等
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
（
輸
徴

棄
の
場
合
の
戻
し
税
等
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
（
輸
入

法
施
行
令
第
二
十
八
条
の
二
（
保
税
地
域
へ
の
搬
入
期
間
の
延

品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

長
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
の
付

二
十
八
条
の
二
（
保
税
地
域
へ
の
搬
入
期
間
の
延
長
の
手
続
）

記
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第
二
十
条
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項

の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
の
付
記
を
含
む
。

の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
（
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十
七
条
第

）
又
は
同
法
第
二
十
条
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ

二
項
（
違
約
品
等
の
再
輸
出
又
は
廃
棄
の
場
合
の
還
付
等
の
手

る
承
認
の
申
請
（
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に

続
）
（
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
項

関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
七
条
第
二
項
（
違
約
品
等
の
再
輸

（
違
約
品
等
の
再
輸
出
又
は
廃
棄
の
場
合
の
還
付
の
手
続
等
に

出
又
は
廃
棄
の
場
合
の
還
付
等
の
手
続
）
（
同
令
第
二
十
八
条

つ
い
て
の
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

の
三
第
一
項
又
は
第
三
項
（
違
約
品
等
の
再
輸
出
又
は
廃
棄
の

）
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含

場
合
の
還
付
の
手
続
等
に
つ
い
て
の
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て

む
。
）

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名

及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

六
三
の
二

関
税
定
率
法
第
二
十
条
の
二
第
三
項
（
軽
減
税
率
適
用
貨
物
の

用
途
外
使
用
の
制
限
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
三
条

第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

六
三
の
三

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）

第
一
条
の
六
第
三
項
（
輸
入
貨
物
の
取
引
価
格
が
特
殊
関
係
に

よ
り
影
響
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
を
す
る
場
合
に
お
け

る
価
格
差
の
調
整
及
び
そ
の
証
明
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
書

面
の
提
出

六
三
の
四

関
税
定
率
法
施
行
令
第
三
条
第
一
項
（
変
質
又
は
損
傷
に
よ
る

減
税
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
添
付
（
輸
徴
法
施
行
令

第
十
七
条
第
一
項
（
変
質
又
は
損
傷
に
よ
る
軽
減
の
手
続
）
の

規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
並
び
に
軽
減
を
受



- 21 -

け
よ
う
と
す
る
内
国
消
費
税
の
額
及
び
そ
の
計
算
の
基
礎
と
な

る
べ
き
事
項
の
付
記
を
含
む
。
）

六
四

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
（
加
工
又
は
修
繕
用
貨
物

六
四

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）

の
輸
出
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
（
輸
徴
法
施
行

第
五
条
第
一
項
（
加
工
又
は
修
繕
用
貨
物
の
輸
出
の
手
続
）
の

令
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
費
税
の
軽
減
を
受

規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
（
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の

け
よ
う
と
す
る
旨
並
び
に
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付

徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定

記
を
含
む
。
）

に
よ
る
消
費
税
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
並
び
に
課
税
物

品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

六
四
の
二

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
条
の
二
第
一
項
（
加
工
又
は
修
繕
の

た
め
輸
出
さ
れ
た
貨
物
の
減
税
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
明
細

書
の
添
付
（
輸
徴
法
施
行
令
第
十
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
並
び
に
消
費
税
の
軽
減
を

受
け
よ
う
と
す
る
額
及
び
そ
の
計
算
の
基
礎
の
付
記
を
含
む
。
）

六
四
の
三

関
税
定
率
法
施
行
令
第
七
条
第
一
項
（
製
造
用
原
料
品
の
減
税

又
は
免
税
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出

六
四
の
四

関
税
定
率
法
施
行
令
第
十
一
条
の
二
（
製
造
用
原
料
品
の
譲
渡

の
場
合
の
届
出
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出

六
五

関
税
定
率
法
施
行
令
第
十
六
条
の
五
第
一
項
（
再
輸
入
減
税
貨

六
五

同

上

物
の
輸
入
の
手
続
）
に
規
定
す
る
関
税
の
額
に
つ
い
て
の
税
関

の
証
明
書
の
発
給
の
申
請

六
五
の
二

関
税
定
率
法
施
行
令
第
十
六
条
の
七
第
三
項
（
水
産
物
加
工
製

品
の
指
定
等
）
の
規
定
に
よ
る
明
細
書
の
提
出

六
五
の
三

関
税
定
率
法
施
行
令
第
十
九
条
第
一
項
（
標
本
、
参
考
品
及
び

学
術
研
究
用
品
の
免
税
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出

（
輸
徴
法
施
行
令
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品

の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

六
五
の
四

関
税
定
率
法
施
行
令
第
二
十
条
第
一
項
（
寄
贈
物
品
の
免
税
の

手
続
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
十
三
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条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付

記
を
含
む
。
）

六
五
の
五

関
税
定
率
法
施
行
令
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
（
博
覧
会
等
に

お
い
て
使
用
さ
れ
る
物
品
の
免
税
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
書

面
の
提
出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

六
五
の
六

関
税
定
率
法
施
行
令
第
二
十
四
条
第
一
項
（
航
空
機
の
発
着
等

を
安
全
に
す
る
免
税
機
械
等
の
免
税
の
手
続
）
の
規
定
に
よ

る
書
面
の
提
出

六
五
の
七

関
税
定
率
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
（
条
約
の
規
定

に
よ
る
特
定
用
途
免
税
貨
物
の
免
税
の
手
続
）
の
規
定
に
よ

る
書
面
の
提
出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

六
五
の
八

関
税
定
率
法
施
行
令
第
二
十
六
条
第
一
項
（
特
定
用
途
免
税
貨

物
の
用
途
外
使
用
の
届
出
等
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提

出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
物

品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）
又
は
関
税
定
率
法

施
行
令
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

六
五
の
九

関
税
定
率
法
施
行
令
第
三
十
四
条
第
一
項
（
再
輸
出
貨
物
の
免

税
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出
（
輸
徴
法
施
行
令
第

十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等

の
付
記
を
含
む
。
）

六
五
の
一

関
税
定
率
法
施
行
令
第
三
十
七
条
第
一
項
（
再
輸
出
免
税
貨
物

〇

の
用
途
外
使
用
等
の
届
出
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
（

輸
徴
法
施
行
令
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の

品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

六
五
の
一

関
税
定
率
法
施
行
令
第
四
十
一
条
（
再
輸
出
免
税
貨
物
に
関
す

一

る
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
三
十
四
条
第
一
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項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
十
九
条
の

五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
費
税
の
軽
減
を
受
け
よ
う
と
す
る

旨
並
び
に
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

六
五
の
一

関
税
定
率
法
施
行
令
第
四
十
九
条
（
製
造
用
原
料
品
に
関
す
る

二

規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
書
面
の
提
出
又
は
同
令
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用

す
る
同
令
第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出

六
五
の
一

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
三
条
の
四
第
一
項
（
輸
出
貨
物
の

三

製
造
用
原
料
品
に
係
る
減
額
の
手
続
等
）
の
規
定
に
よ
る
申
請

書
の
提
出
及
び
貨
物
製
造
報
告
書
の
添
付

六
五
の
一

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
四
条
第
二
項
（
輸
出
貨
物
の
製
造

四

用
原
料
品
に
係
る
控
除
の
手
続
等
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の

提
出
及
び
貨
物
製
造
報
告
書
の
添
付

六
五
の
一

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
（
内
貨
原
料
品

五

に
よ
る
製
品
の
輸
出
に
係
る
免
税
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
書

面
の
提
出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十
一
条
（
課
税
済
内
貨
原
材

料
に
よ
る
製
品
の
輸
出
に
係
る
免
税
の
手
続
）
の
規
定
に
よ

る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

六
五
の
一

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
四
条
の
九
（
承
認
を
受
け
て
保
税

六

工
場
等
に
入
れ
た
課
税
原
料
品
に
係
る
戻
し
税
の
手
続
）
の

規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十
三
条
第

一
項
（
課
税
済
原
材
料
に
よ
る
製
品
を
輸
出
し
た
場
合
の
還

付
等
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等

の
付
記
を
含
む
。
）

六
五
の
一

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
四
条
の
十
（
承
認
を
受
け
て
保
税

七

工
場
等
に
入
れ
た
課
税
原
料
品
に
係
る
戻
し
税
の
手
続
等
に

つ
い
て
の
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
五
十
四

条
の
九
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
二
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十
三
条
の
三
第
一
項
（
課
税
済
原
材
料
に
よ
る
製
品
を
輸
出
し

た
場
合
の
還
付
の
手
続
等
に
つ
い
て
の
規
定
の
準
用
）
に
お

い
て
準
用
す
る
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

六
五
の
一

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
四
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る

八

同
令
第
五
十
四
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
（
輸
徴

法
施
行
令
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
輸
徴

法
施
行
令
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品

名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

六
六

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
四
条
の
十
三
第
一
項
（
輸
入
時
と

六
六

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
四
条
の
十
三
第
一
項
（
輸
入
時
と

同
一
状
態
で
再
輸
出
さ
れ
る
貨
物
の
輸
入
時
の
届
出
等
）
の
規

同
一
状
態
で
再
輸
出
さ
れ
る
貨
物
の
輸
入
時
の
届
出
等
）
の
規

定
に
よ
る
書
面
の
提
出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
四
（

定
に
よ
る
書
面
の
提
出
（
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴

輸
入
時
と
同
一
状
態
で
再
輸
出
さ
れ
る
課
税
物
品
の
輸
入
時
の

収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
六
条
の
四
（
輸
入
時
と
同

届
出
）
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記

一
状
態
で
再
輸
出
さ
れ
る
課
税
物
品
の
輸
入
時
の
届
出
）
の
規

を
含
む
。
）

定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

六
六
の
二

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
四
条
の
十
六
（
輸
入
時
と
同
一
状

態
で
再
輸
出
さ
れ
る
場
合
の
払
戻
し
の
手
続
）
の
規
定
に
よ

る
申
請
書
の
提
出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
七
第
一
項

（
輸
入
時
と
同
一
状
態
で
再
輸
出
さ
れ
る
場
合
の
還
付
の
手

続
）
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を

含
む
。
）

六
七

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
四
条
の
十
七
（
輸
入
時
と
同
一
状

六
七

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
四
条
の
十
七
（
輸
入
時
と
同
一
状

態
で
再
輸
出
さ
れ
る
場
合
の
払
戻
し
の
手
続
等
に
つ
い
て
の
規

態
で
再
輸
出
さ
れ
る
場
合
の
払
戻
し
の
手
続
等
に
つ
い
て
の
規

定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
五
十
四
条
の
十
三
第

定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
五
十
四
条
の
十
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十
六

一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出
（
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消

条
の
八
（
輸
入
時
と
同
一
状
態
で
再
輸
出
さ
れ
る
場
合
の
還
付

費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
六
条
の
八
（
輸

の
手
続
等
に
つ
い
て
の
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
輸

入
時
と
同
一
状
態
で
再
輸
出
さ
れ
る
場
合
の
還
付
の
手
続
等
に

徴
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品

つ
い
て
の
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十
六
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名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）
又
は
関
税
定
率
法
施
行
令

条
の
四
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記

第
五
十
四
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
五
十
四
条
の

を
含
む
。
）

十
六
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十

六
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の

七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付

記
を
含
む
。
）

六
八

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（

六
八

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
違
約

違
約
品
等
の
再
輸
出
又
は
廃
棄
の
場
合
の
払
戻
し
等
の
手
続
）

品
等
の
再
輸
出
又
は
廃
棄
の
場
合
の
払
戻
し
等
の
手
続
）
の
規

の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の

定
に
よ
る
届
出

提
出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
課

税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）
又
は
関
税
定

率
法
施
行
令
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提

出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
課
税

物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

六
九

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
六
条
の
三
（
違
約
品
等
の
再
輸
出

六
九

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
六
条
の
三
（
違
約
品
等
の
再
輸
出

又
は
廃
棄
の
場
合
の
払
戻
し
の
手
続
等
に
つ
い
て
の
規
定
の
準

又
は
廃
棄
の
場
合
の
払
戻
し
の
手
続
等
に
つ
い
て
の
規
定
の
準

用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
五
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は

用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
五
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同
令
第
五
十
六
条
の
三
に
お
い

項
の
規
定
に
よ
る
届
出

て
準
用
す
る
同
令
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書

の
提
出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）
又
は
関
税

定
率
法
施
行
令
第
五
十
六
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第

五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
（
輸
徴
法
施

行
令
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
輸
徴
法
施

行
令
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及

び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

七
〇

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
六
条
の
四
（
違
約
品
等
の
再
輸
出

七
〇

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
六
条
の
四
（
違
約
品
等
の
再
輸
出
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又
は
廃
棄
の
場
合
の
払
戻
し
の
手
続
等
に
つ
い
て
の
規
定
の
準

又
は
廃
棄
の
場
合
の
払
戻
し
の
手
続
等
に
つ
い
て
の
規
定
の
準

用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
五
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は

用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
五
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同
令
第
五
十
六
条
の
四
に
お
い

項
の
規
定
に
よ
る
届
出

て
準
用
す
る
同
令
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書

の
提
出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十
八
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）
又
は
関
税

定
率
法
施
行
令
第
五
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第

五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
（
輸
徴
法
施

行
令
第
二
十
八
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
輸
徴
法
施

行
令
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及

び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）

七
〇
の
二

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
八
条
第
一
項
（
軽
減
税
率
の
適
用

に
つ
い
て
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出

七
〇
の
三

関
税
定
率
法
施
行
令
第
六
十
九
条
（
小
売
用
の
容
器
入
り
の
も

の
に
す
る
こ
と
の
証
明
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出

七
一

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
八

七
一

同

上

条
第
一
項
（
加
工
又
は
組
立
て
の
た
め
輸
出
さ
れ
た
貨
物
を
原

材
料
と
し
た
製
品
の
減
税
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

七
一
の
二

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号

）
第
八
条
第
一
項
（
航
空
機
部
分
品
等
の
免
税
手
続
）
の
規
定

に
よ
る
書
面
の
提
出

七
二

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
二
十
二
条
第
一
項
（
加
工
又
は
組

七
二

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号

立
用
貨
物
の
輸
出
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
添
付

）
第
二
十
二
条
第
一
項
（
加
工
又
は
組
立
用
貨
物
の
輸
出
の
手

続
）
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
添
付

七
二
の
二

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
二
十
三
条
第
一
項
（
加
工
又
は
組

立
て
に
係
る
製
品
の
減
税
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
明
細
書
の

添
付
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七
三

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
二
十
八
条
た
だ
し
書
（
原
産
地
証

七
三

同

上

明
書
の
提
出
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

七
三
の
二

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
三
十
五
条
第
一
項
（
軽
減
税
率
等

の
適
用
に
つ
い
て
の
手
続
等
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出
又

は
同
条
第
六
項
、
第
八
項
、
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
五
項
の

規
定
に
よ
る
報
告
書
の
提
出

七
四

関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
百
五

七
四

同

上

十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
通
関
手
続
等
）
の
規
定

に
よ
る
関
税
割
当
証
明
書
の
提
出
の
猶
予
の
申
請

七
五

経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
（
平

七
五

同

上

成
十
七
年
政
令
第
三
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
通

関
手
続
等
）
の
規
定
に
よ
る
関
税
割
当
証
明
書
の
提
出
の
猶
予

の
申
請

七
六

と
ん
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
五
条
第
一

七
六

同

上

項
（
申
告
に
よ
る
納
付
）
及
び
特
別
と
ん
税
法
（
昭
和
三
十
二

年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
（
申
告
及
び
納
付
等
）

の
規
定
に
よ
る
申
告

七
七

と
ん
税
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
八
号
）
第
四

七
七

同

上

条
（
非
課
税
の
場
合
の
証
明
）
の
規
定
に
よ
る
証
明

七
八

と
ん
税
法
施
行
令
第
六
条
第
一
項
（
担
保
の
提
供
の
手
続
等
）

七
八

同

上

に
お
い
て
準
用
す
る
関
税
法
施
行
令
第
八
条
の
三
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
承
認
の
申
請

七
九

特
別
と
ん
税
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
九
号
）

七
九

同

上

第
三
条
第
二
項
（
担
保
の
提
供
の
手
続
等
）
に
お
い
て
準
用
す

る
と
ん
税
法
施
行
令
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
関
税

法
施
行
令
第
八
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

八
〇

消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
五
十
一
条
各

八
〇

消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
五
十
一
条
第

項
（
引
取
り
に
係
る
課
税
貨
物
に
つ
い
て
の
納
期
限
の
延
長
）

一
項
又
は
第
三
項
（
引
取
り
に
係
る
課
税
貨
物
に
つ
い
て
の
納
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の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出

期
限
の
延
長
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出

八
一

酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
第
三
十
条
の
六
第
二

八
一

同

上

項
又
は
第
三
項
（
納
期
限
の
延
長
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の

提
出

八
二

た
ば
こ
税
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
十
二

八
二

同

上

条
第
二
項
又
は
第
三
項
（
納
期
限
の
延
長
）
の
規
定
に
よ
る
申

請
書
の
提
出

八
三

揮
発
油
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
十
三
条

八
三

同

上

第
二
項
又
は
第
三
項
（
納
期
限
の
延
長
）
の
規
定
に
よ
る
申
請

書
の
提
出

八
四

石
油
ガ
ス
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十

八
四

同

上

条
第
二
項
（
納
期
限
の
延
長
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出

八
五

石
油
石
炭
税
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
八

八
五

同

上

条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
納
期
限
の
延
長
）
の
規
定
に
よ

る
申
請
書
の
提
出

八
六

国
税
通
則
法
第
二
十
一
条
第
四
項
（
納
税
申
告
書
の
提
出
先
等

八
六

国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二
十
一

）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
十
九
条
（

条
第
四
項
（
納
税
申
告
書
の
提
出
先
等
）
の
規
定
に
よ
り
読
み

修
正
申
告
）
の
規
定
に
よ
る
申
告
（
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
十
九
条
（
修
正
申
告
）
の
規
定
に

費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
六
項
（
引
取
り
に
係

よ
る
申
告
（
輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す

る
課
税
物
品
に
つ
い
て
の
申
告
、
納
税
等
の
特
例
）
に
お
い
て

る
法
律
第
六
条
第
六
項
（
引
取
り
に
係
る
課
税
物
品
に
つ
い
て

準
用
す
る
関
税
法
第
七
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
補
正

の
申
告
、
納
税
等
の
特
例
）
に
お
い
て
準
用
す
る
関
税
法
第
七

を
含
む
。
）

条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
を
含
む
。
）

八
六
の
二

国
税
通
則
法
第
二
十
三
条
第
一
項
（
更
正
の
請
求
）
の
規
定
に

よ
る
請
求
（
税
関
長
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）

八
七

国
税
通
則
法
第
五
十
一
条
第
二
項
（
担
保
の
変
更
等
）
の
規
定

八
七

同

上

に
よ
る
承
認
の
申
請
（
税
関
長
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）

八
八

国
税
通
則
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）

八
八

同

上

第
二
十
三
条
第
二
項
（
還
付
金
等
の
充
当
適
状
）
の
規
定
に
よ
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る
書
面
の
提
出
（
過
誤
納
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

八
九

輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
第
六

八
九

同

上

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
輸
入
申
告
又
は
特
例

申
告
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
申
告

イ

消
費
税
法
第
四
十
七
条

ロ

酒
税
法
第
三
十
条
の
三

ハ

た
ば
こ
税
法
第
十
八
条

ニ

揮
発
油
税
法
第
十
一
条
及
び
地
方
揮
発
油
税
法
（
昭
和
三

十
年
法
律
第
百
四
号
）
第
七
条
第
一
項

ホ

石
油
ガ
ス
税
法
第
十
七
条

ヘ

石
油
石
炭
税
法
第
十
四
条

九
〇

コ
ン
テ
ナ
ー
に
関
す
る
通
関
条
約
及
び
国
際
道
路
運
送
手
帳
に

九
〇

コ
ン
テ
ナ
ー
に
関
す
る
通
関
条
約
及
び
国
際
道
路
運
送
手
帳
に

よ
る
担
保
の
下
で
行
な
う
貨
物
の
国
際
運
送
に
関
す
る
通
関
条

よ
る
担
保
の
下
で
行
な
う
貨
物
の
国
際
運
送
に
関
す
る
通
関
条

約
（
Ｔ
Ｉ
Ｒ
条
約
）
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
特
例
に
関
す

約
（
Ｔ
Ｉ
Ｒ
条
約
）
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
特
例
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
コ
ン
テ

る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
五
号
。
次
号
に
お
い
て

ナ
ー
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
（
免
税
コ
ン
テ
ナ
ー
等
の

「
コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
（
免
税
コ
ン
テ

用
途
外
使
用
の
制
限
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

ナ
ー
等
の
用
途
外
使
用
の
制
限
）
本
文
の
規
定
に
よ
る
承
認
の

申
請

九
〇
の
二

コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
第
五
条
第
二
項
（
用
途
外
使
用
等
の
場
合

の
輸
入
税
の
徴
収
）
に
お
い
て
準
用
す
る
関
税
定
率
法
第
十
三

条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

九
一

コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
第
八
条
第
三
項
（
免
税
コ
ン
テ
ナ
ー
の
国

九
一

同

上

内
運
送
へ
の
使
用
）
の
規
定
に
よ
る
届
出

九
一
の
二

コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
第
十
四
条
第
一
項
（
コ
ン
テ
ナ
ー
の
承
認

手
続
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出

九
一
の
三

コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
第
十
五
条
第
二
項
（
設
計
型
式
に
よ
り
承

認
さ
れ
た
コ
ン
テ
ナ
ー
へ
の
条
約
等
の
適
用
等
）
に
お
い
て
準

用
す
る
コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
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申
請
書
の
提
出

九
二

コ
ン
テ
ナ
ー
に
関
す
る
通
関
条
約
及
び
国
際
道
路
運
送
手
帳
に

九
二

コ
ン
テ
ナ
ー
に
関
す
る
通
関
条
約
及
び
国
際
道
路
運
送
手
帳
に

よ
る
担
保
の
下
で
行
な
う
貨
物
の
国
際
運
送
に
関
す
る
通
関
条

よ
る
担
保
の
下
で
行
な
う
貨
物
の
国
際
運
送
に
関
す
る
通
関
条

約
（
Ｔ
Ｉ
Ｒ
条
約
）
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
特
例
に
関
す

約
（
Ｔ
Ｉ
Ｒ
条
約
）
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
特
例
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
。
以

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
。
次

下
「
コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
（
コ

号
に
お
い
て
「
コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第

ン
テ
ナ
ー
の
輸
入
又
は
輸
出
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
積
卸
コ

二
条
（
コ
ン
テ
ナ
ー
の
輸
入
又
は
輸
出
の
手
続
）
の
規
定
に
よ

ン
テ
ナ
ー
一
覧
表
の
提
出

る
積
卸
コ
ン
テ
ナ
ー
一
覧
表
の
提
出

九
二
の
二

コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
施
行
令
第
三
条
（
コ
ン
テ
ナ
ー
修
理
用
部

分
品
の
輸
入
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出

九
二
の
三

コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
施
行
令
第
七
条
（
亡
失
等
の
場
合
の
関
税

定
率
法
施
行
令
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
関
税
定
率
法
施

行
令
第
十
一
条
第
一
項
（
製
造
用
原
料
品
等
の
亡
失
又
は
滅
却

の
場
合
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
又
は
コ
ン
テ

ナ
ー
特
例
法
施
行
令
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
関
税
定
率
法

施
行
令
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出

九
三

コ
ン
テ
ナ
ー
特
例
法
施
行
令
第
十
二
条
第
一
項
（
国
産
コ
ン
テ

九
三

同

上

ナ
ー
等
の
表
示
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請

九
四

通
関
業
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
十
二
条

九
四

同

上

（
変
更
等
の
届
出
）
の
規
定
に
よ
る
届
出

九
五

通
関
業
法
第
二
十
二
条
第
二
項
（
記
帳
、
届
出
、
報
告
等
）
の

九
五

同

上

規
定
に
よ
る
届
出
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
の

提
出

九
六

通
関
業
法
第
二
十
四
条
（
試
験
科
目
の
一
部
免
除
）
の
規
定
に

よ
る
免
除
の
申
請

九
七

通
関
業
法
第
三
十
条
（
省
令
へ
の
委
任
）
の
規
定
に
よ
る
通
関

士
試
験
の
受
験
の
手
続

九
八

通
関
業
法
第
三
十
一
条
第
一
項
（
確
認
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
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九
九

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保

障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お

け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
関
税

法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

十
二
号
。
以
下
「
地
位
協
定
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第

一
項
た
だ
し
書
（
入
出
港
手
続
の
免
除
）
の
規
定
に
よ
る
関
税

法
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
入
港
届
の
提
出
（
同
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
べ
き
事
項
の
う
ち
積
荷
に
関
す
る
も

の
を
記
載
し
た
書
面
を
含
む
。
）
及
び
同
法
第
十
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
出
港
届
の
提
出
（
公
用
船
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
又
は
地
位
協
定
特
例
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
旅
客

氏
名
表
若
し
く
は
乗
組
員
氏
名
表
の
提
出
（
公
用
船
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

一
○
○

日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の

実
施
に
伴
う
所
得
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
四
条
（
関
税
法
等
の
特
例

）
に
お
い
て
準
用
す
る
地
位
協
定
特
例
法
第
五
条
第
一
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
る
関
税
法
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
入

港
届
の
提
出
（
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
べ
き
事
項

の
う
ち
積
荷
に
関
す
る
も
の
を
記
載
し
た
書
面
を
含
む
。
）
及

び
同
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
出
港
届
の
提
出
（
船
舶

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の

軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
等
の
臨

時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
位
協
定

特
例
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
旅
客
氏
名
表
若
し
く
は

乗
組
員
氏
名
表
の
提
出
（
船
舶
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

一
○
一

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
十
九
条
第
三
項
（
支
払
手
段
等

の
輸
出
入
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
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○

税
関
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
六
十
四
号
）
（
附
則
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
保
税
蔵
置
場
又
は
保
税
展
示
場
の
許
可
手
数
料
）

（
保
税
蔵
置
場
又
は
保
税
展
示
場
の
許
可
手
数
料
）

第
二
条

法
第
四
十
二
条
第
一
項
（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
）
又
は
法
第
六
十
二
条

第
二
条

同

上

の
二
第
一
項
（
保
税
展
示
場
の
許
可
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
る
者
が
法

第
百
条
第
二
号
（
手
数
料
）
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、
許

可
の
期
間
一
月
ま
で
ご
と
に
、
当
該
許
可
に
係
る
保
税
蔵
置
場
又
は
保
税
展
示

場
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
延
べ
面
積
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

（
許
可
の
日
の
属
す
る
月
及
び
許
可
が
失
効
す
る
日
の
属
す
る
月
に
つ
い
て
は

、
日
割
に
よ
り
計
算
し
た
額
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
関
税
定
率
法
（
以
下
「
定

率
法
」
と
い
う
。
）
別
表
若
し
く
は
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律

第
三
十
六
号
）
別
表
第
一
の
税
率
が
無
税
（
定
率
法
第
十
二
条
（
生
活
関
連
物

資
の
減
税
又
は
免
税
）
の
規
定
に
よ
る
関
税
の
免
除
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る

同
一
品
目
の
貨
物
の
み
を
置
く
保
税
蔵
置
場
又
は
法
第
五
十
六
条
第
三
項
（
保

税
工
場
の
許
可
）
の
規
定
に
よ
り
保
税
工
場
の
一
部
の
場
所
に
つ
き
併
せ
て
許

可
を
受
け
る
保
税
蔵
置
場
の
手
数
料
の
額
は
、
そ
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

と
し
、
定
率
法
別
表
第
四
四
・
〇
三
項
か
ら
第
四
四
・
一
三
項
ま
で
に
掲
げ
る

木
材
の
み
を
置
く
水
面
の
保
税
蔵
置
場
の
手
数
料
の
額
は
、
そ
の
五
分
の
一
に

相
当
す
る
額
と
す
る
。

一

千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

二
万
三
百
円

一

同

上

二

千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

三
万
五
百
円
（
当
該

二

千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

三
万
五
百
円
（
当
該

許
可
を
受
け
る
者
が
電
子
情
報
処
理
組
織
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸

許
可
を
受
け
る
者
が
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処

出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
五
十

理
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号

四
号
）
第
二
条
第
一
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う

（
定
義
）
又
は
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
と
し
て
財
務
大
臣
が
定
め

法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
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る
者
（
以
下
「
指
定
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
万
四

」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）
に

百
円
）

規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
と
し
て
財
務

大
臣
が
定
め
る
者
（
以
下
「
指
定
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
三
万
四
百
円
）

三

二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
三
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

四
万
七
百
円

三

同

上

（
当
該
許
可
を
受
け
る
者
が
指
定
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
万
六
百

円
）

四

三
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
七
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

五
万
九
百
円

四

同

上

（
当
該
許
可
を
受
け
る
者
が
指
定
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
万
八
百

円
）

五

七
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

六
万
千
百
円

五

同

上

（
当
該
許
可
を
受
け
る
者
が
指
定
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
六
万
九
百

円
）

六

一
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

七
万
八

六

同

上

千
四
百
円
（
当
該
許
可
を
受
け
る
者
が
指
定
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

七
万
八
千
二
百
円
）

七

二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
三
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

十
万
二

七

同

上

千
円
（
当
該
許
可
を
受
け
る
者
が
指
定
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
万

千
七
百
円
）

八

三
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

十
一
万
七
千

八

同

上

八
百
円
（
当
該
許
可
を
受
け
る
者
が
指
定
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十

一
万
七
千
四
百
円
）

九

五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
七
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

十
四
万
千
三
百
円

九

同

上

（
当
該
許
可
を
受
け
る
者
が
指
定
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
千

円
）

十

七
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

十
六
万
四
千
九
百
円
（
当
該
許
可
を
受
け
る

十

同

上

者
が
指
定
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
六
万
四
千
五
百
円
）

２

前
項
の
手
数
料
の
額
は
、
保
税
蔵
置
場
又
は
保
税
展
示
場
に
お
い
て
法
第
六

２

同

上
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十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
）
（
法
第
七
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
許
可
又
は
法
第
二
十
三
条
第
一
項
（
船
用
品
又
は

機
用
品
の
積
込
み
等
）
若
し
く
は
法
第
七
十
三
条
第
一
項
（
輸
入
の
許
可
前
に

お
け
る
貨
物
の
引
取
り
）
に
規
定
す
る
承
認
に
係
る
税
関
の
事
務
（
第
四
項
第

一
号
及
び
次
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
特
定
税
関
事
務
」
と
い
う
。
）
を

行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
（
そ

の
額
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
と
当
該
事
務
を
行
う
た
め
関
税
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
第
二
十
九
条
の
三
（
税
関
職
員
の
派
出
の
申

請
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
い
て
派
出
さ
れ
た
税
関
職
員
の
数
を
八
万
八

千
二
百
円
に
乗
じ
て
得
た
額
（
第
四
項
第
一
号
、
次
条
第
三
項
第
一
号
並
び
に

第
十
三
条
の
五
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
派
出
費
用
相
当
額
」
と
い
う

。
）
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
合
計
額
）
と
す
る
。

３

第
一
項
の
手
数
料
の
額
の
計
算
の
基
準
と
な
る
事
項
は
、
保
税
蔵
置
場
又
は

３

同

上

保
税
展
示
場
の
許
可
の
日
（
同
日
後
当
該
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
つ
た
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
変
更
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
）
に
お
け
る
当
該

事
項
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４

税
関
長
は
、
法
第
五
十
条
第
一
項
（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
の
特
例
）
の
承
認

４

税
関
長
は
、
法
第
五
十
条
第
一
項
（
保
税
蔵
置
場
の
許
可
の
特
例
）
の
承
認

を
受
け
た
者
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を

を
受
け
た
者
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を

受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
所
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
届
出
蔵
置
場
」

受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
所
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
届
出
蔵
置
場
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
法
第
百
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
法
第
百
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料

（
当
該
届
出
蔵
置
場
に
お
け
る
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
貨
物
の

（
当
該
届
出
蔵
置
場
に
お
け
る
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
貨
物
の

蔵
置
等
に
関
す
る
業
務
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に

蔵
置
等
に
関
す
る
業
務
が
電
子
情
報
処
理
組
織
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る

係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
一
条
第
一
項
（
手
数
料
の
軽
減

輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電

又
は
免
除
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
行

該
各
号
に
定
め
る
額
を
軽
減
し
、
又
は
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

わ
れ
る
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
一
条
第
一
項
（

手
数
料
の
軽
減
又
は
免
除
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
軽
減
し
、
又
は
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
届
出
蔵
置
場
に
お
い
て
特
定
税
関
事
務
が
行
わ
れ
る
場
合

第
二
項

一

同

上
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の
規
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
額
か
ら
派
出
費
用
相
当
額
を
控
除
し
た
額

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

当
該
手
数
料
の
全
額

二

同

上

（
指
定
地
外
検
査
の
許
可
手
数
料
）

（
指
定
地
外
検
査
の
許
可
手
数
料
）

第
五
条

法
第
六
十
九
条
第
二
項
（
指
定
地
外
検
査
）
（
法
第
七
十
五
条
（
外
国

第
五
条

法
第
六
十
九
条
第
二
項
（
指
定
地
外
検
査
）
（
法
第
七
十
五
条
（
外
国

貨
物
の
積
戻
し
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
九
条
第
一
項
に
お
い

貨
物
の
積
戻
し
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
九
条
第
一
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
る
者
が
法
第
百
条
第
三
号
（
手
数
料
）

て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
る
者
が
法
第
百
条
第
三
号
（
手
数
料
）

の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、
当
該
許
可
に
係
る
検
査
に
要
す

の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、
当
該
許
可
に
係
る
検
査
に
要
す

る
時
間
一
時
間
ま
で
ご
と
に
五
千
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織

る
時
間
一
時
間
ま
で
ご
と
に
五
千
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
情
報
通
信
技
術
利
用

を
使
用
し
て
当
該
許
可
の
申
請
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
千
七
百
円
と
す

法
第
三
条
第
一
項
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）
の
規
定
に
よ
り
同

る
。

項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
当
該
許
可
の
申
請
を
行
う
場

合
に
あ
つ
て
は
、
四
千
七
百
円
と
す
る
。

（
証
明
書
類
又
は
磁
気
テ
ー
プ
等
の
交
付
手
数
料
）

（
証
明
書
類
又
は
磁
気
テ
ー
プ
等
の
交
付
手
数
料
）

第
七
条

法
第
百
二
条
第
二
項
（
証
明
書
類
の
交
付
手
数
料
）
の
規
定
に
よ
り
納

第
七
条

法
第
百
二
条
第
二
項
（
証
明
書
類
の
交
付
手
数
料
）
の
規
定
に
よ
り
納

付
す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、
証
明
書
類
一
枚
ご
と
に
四
百
円
と
す
る
。
た
だ
し

付
す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、
証
明
書
類
一
枚
ご
と
に
四
百
円
と
す
る
。
た
だ
し

、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
交
付
の
申
請
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、

、
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請

三
百
円
と
す
る
。

等
）
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
交
付

の
申
請
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
百
円
と
す
る
。

２

法
第
百
二
条
第
五
項
（
磁
気
テ
ー
プ
等
の
交
付
手
数
料
）
に
お
い
て
準
用
す

２

同

上

る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
は
、
同
条
第
一
項
各

号
の
区
分
ご
と
（
同
項
第
一
号
に
あ
つ
て
は
、
輸
出
又
は
輸
入
の
区
分
ご
と
）

の
集
計
し
た
統
計
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
関
税
法
施
行
令
第
九
十
条
の
二
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
記
録
媒
体
一
巻
ご
と
又
は
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に

掲
げ
る
記
録
媒
体
一
枚
ご
と
に
二
万
三
千
五
百
円
と
す
る
。
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○

通
関
業
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
三
十
七
号
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
受
験
手
数
料
の
額
）

（
受
験
手
数
料
の
額
）

第
十
二
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
三
千
円

第
十
二
条

法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
三
千
円

と
す
る
。
た
だ
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処

と
す
る
。
た
だ
し
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

理
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号

る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

（
定
義
）
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
通
関
士
試
験
を
受

同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
通
関
士
試
験
を
受
け
る
た

け
る
た
め
の
願
書
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
千
九
百
円
と
す
る
。

め
の
願
書
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
千
九
百
円
と
す
る
。
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○

コ
ン
テ
ナ
ー
に
関
す
る
通
関
条
約
及
び
国
際
道
路
運
送
手
帳
に
よ
る
担
保
の
下
で
行
な
う
貨
物
の
国
際
運
送
に
関
す
る
通
関
条
約
（
Ｔ
Ｉ
Ｒ
条
約
）
の
実
施
に
伴
う

関
税
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
コ
ン
テ
ナ
ー
の
承
認
手
数
料
）

（
コ
ン
テ
ナ
ー
の
承
認
手
数
料
）

第
十
八
条

法
第
十
四
条
第
二
項
（
法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
十
八
条

同

上

合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
承
認
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
承
認

当
該
承
認
一
件
ご
と
に
九
千
三

一

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
承
認

当
該
承
認
一
件
ご
と
に
九
千
三

百
円
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関

百
円
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（

す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
（
定
義

平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に

）
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
当
該
承
認
の
申
請
を
行

規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
当
該
承
認
の
申
請
を
行
う
場
合

う
場
合
（
次
号
に
お
い
て
「
電
子
申
請
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は

（
次
号
に
お
い
て
「
電
子
申
請
の
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
八
千

、
八
千
七
百
円
）

七
百
円
）

二

法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
型
式
に
よ
る
承
認
（
以
下
「
型
式

二

同

上

承
認
」
と
い
う
。
）

当
該
承
認
一
件
ご
と
に
十
二
万
七
百
円
（
電
子
申
請

の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
一
万
千
八
百
円
）

２

税
関
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
六
十
四
号
）
第
九
条
第
一

２

同

上

項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
手
数
料
に
つ
い

て
準
用
す
る
。




